
 

 

７ Topics・お知らせ 

T O 
P 

C I S 

第１２回宮古島市教育委員会（定例会） １０月２２日（木）開催 

下記の議案について審議を行い、５件の議案、１件の報告について可

決・承認されました。 

 １０月１９日（月）、キャステム、パニパニファームキャ

ステム、ＣＯＴ協進の３社より、バガス紙１,２５０枚の寄贈

があり、市教育委員会にて贈呈式が行われました。 

 このバガス紙は小・中

学校の卒業生分の枚数は

準備されており、必要な

学校へ配布しています。 

 １０月２１日（水）、県建設業協会宮古支部より非接触
型体温計１００台の寄贈があり、市教育委員会にて贈呈
式が行われました。 

 この非接触型体温計は現在、各小中学校へ配布中
です。 

件 名 提案理由 

宮古島市教育委員会教育

長の権限に属する事務の

一部を委任する規程の一

部改正について 

業務の効率化のため、学校車の車

検に係る事務を校長へ委任するに

は、規程を改正する必要があるた

め 

宮古島市文化ホール条例

施行規則の一部改正につ

いて 

文化ホールの利用に係る事務を円

滑に処理するため様式の変更や追

加の必要があるため 

宮古島市スクールバスの

運行及び管理等に関する

規則の一部改正 

城東中学校開校に伴い、スクール

バスの運行対象行政区域を改正す

る必要があるため 

宮古島市小学校及び中学

校の指定通学区域に関す

る規則の一部改正 

城東中学校開校に伴い、学校の通

学区域を改正する必要があるため 

宮古島市教育委員会の権

限に属する事務補助執行

に関する規則の一部改正 

幼稚園で実施している業務の支出

権限について、補助執行事務内容

を整理し、明確化する必要がある

ため 

臨時代理処分の承認につ

いて（公立学校管理職途

中人事異動の内申） 

教育委員会に付議する暇がないた

め、教育長が臨時に代理すること

としたので報告し、承認を求め

る。（11月１日付城東中学校の校

長・教頭人事） 

第１３回宮古島市教育委員会（定例会） １１月２６日（木）開催 

下記の議案について審議を行い、６件の議案及び５件の報告につい

て可決・承認されました。 

宮古島市教育委員会組織

規則の一部を改正する規

則 

市役所の新庁舎への移転に伴い、

教育委員会事務局の位置を改める

必要があるため 

宮古島市教育委員会届出

書等の押印省略に関する

規則の制定について 

届出書等の押印省略について、教

育委員会の取扱いを定める必要が

あるため 

宮古島市教育委員会本人

確認の取扱いに関する規

則の制定について 

届出等を行う者に対する本人確認

の方法等について、教育委員会の

取扱いを定める必要があるため 

臨時代理処分の承認につ

いて(宮古島市学校臨時休

業対策費補助金交付要綱

の制定) 

教育委員会に付議する暇がないた

め、教育長が臨時に代理すること

としたので報告し、承認を求め

る。（学校臨時休業により影響を

受けた学校給食納入業者に対する

支援のため要綱を制定） 

臨時代理処分の承認につ

いて（宮古島市立学校職

員服務規程の一部改正） 

教育委員会に付議する暇がないた

め、教育長が臨時に代理すること

としたので報告し、承認を求め

る。（学校職員の出退勤システム

を運用のための規則の改正） 

臨時代理処分の承認につ

いて（教育委員会職員の

人事について） 

教育委員会に付議する暇がないた

め、教育長が臨時に代理すること

としたので報告し、承認を求め

る。（教育研究所長の退職に伴う

人事） 

市長の専決処分の報告に

ついて（城辺地区統合中

学校校舎建築工事（建築

２工区）変更契約） 

地方自治法により専決処分した

「城辺地区統合中学校建築工事変

更契約」について市議会に報告す

るので、これを報告する。 

宮古島市議会提出議案の

意見聴取について（議決

内容の一部変更について 

市議会に提出する議案について、

教育委員会の意見を聴取する必要

があるため（城辺地区統合中学校

建築工事変更契約） 

国立大学法人福井大学大

学院教育学研究科と宮古

島市教育委員会との連携

に関する協定の締結につ

いて 

福井大学大学院教育学研究科と連

携協定を締結し、学校教員等を学

ばせることにより本市の教育課題

改善に向けてリーダーとなり得る

人材を育成するため 

件 名 提案理由 

宮古島市成人祝金給付要

綱の制定について 

新型コロナウイルスの影響による

成人式中止に伴い、新成人にたい

して祝金を給付の手続き等を定め

る必要があるため 

宮古島市立教育研究所設

置条例の一部を改正する

条例の施行期日を定める

規則 

宮古島市立教育研究所設置条例の

一部を改正する条例の施行期日を

定めるには、規則を制定する必要

があるため 



 

 


